
（１）区域区分等の変更について

区域区分（いわゆる「線引き」）とは，都市の無秩序な拡大を防止し，農地などの農林漁業に 

必要な土地の確保や自然環境の保全等を図るとともに，計画的な市街地の整備を図るため， 

市街化を促進する「市街化区域」と市街化を抑制する「市街化調整区域」に区分するものです。 

区域区分の変更については，平成 24 年 4 月に決定権限が県から政令市に移譲されたこと 

から，県が現在改定を行っている都市計画区域マスタープランに即して，今後，本市において 

検討を行います。 

また，区域区分の変更にかかる部分については，良好な市街地環境の誘導を図るため， 

用途地域や地区計画等の指定をあわせて行います。 

【参考】都市計画区域マスタープランの改定について 

都市計画区域マスタープランとは，都市計画区域において，都道府県が一市町村を越える 

広域的見地から，都市計画の基本的な方向性を示す法定計画です。（都市計画法 第 6 条の２第１項） 

福岡県では，人口減少・少子高齢化などの社会変化や都市計画に対する社会的要請の変化を 

踏まえ，喫緊の課題となった集約型の都市づくりを効果的に進めるため，平成 27 年 10 月に 

福岡県都市計画基本方針が改定され，現在，本方針に基づき，都市計画区域マスタープランの 

見直しが行われています。 

（２）今後のスケジュールについて（予定）

区域区分等の変更については，地域のまちづくりの取り組み状況や，都市計画区域マスター

プランの改定状況などを踏まえながら，関係機関協議を経て原案をとりまとめ，法定縦覧等の 

都市計画手続きを行い，平成 29 年度の決定告示を目標に進めていきます。 

福岡都市計画 区域区分等の変更 
【参考】 

都市計画区域マスタープランの改定（県決定） 

平成27年度 

平成28年度 

平成29年度 

福岡都市計画区域区分等の変更について 

都市計画運用指針 
〔国の都市計画制度の

運用方針〕

都市計画区域の 

整備、開発及び 

保全の方針 

（都市計画区域 

マスタープラン）
〔都市計画法第６条の２

第１項の規定に基づく〕

福岡市の 

都市計画に関する 

基本的な方針 

（福岡市都市計画 

マスタープラン）
〔都市計画法第 18 条の２ 
第１項の規定に基づく〕

個別都市計画決定 

都市計画法に基づく

・区域区分

・地域地区

・地区計画

・都市施設

・市街地開発事業 等

福
岡
県
都
市
計
画
の
運
用
方
針 

〔
福
岡
県
の
実
態
を
踏
ま
え
た
都
市
計
画
制
度
の
運
用
方
針
〕

即する 

国土形成計画 

国土利用計画の 

全国計画 等 

国 県 福岡市 

福岡県総合計画 

国土利用計画の県計画 

〈福岡県国土利用計画等〉 

関連する 

県の主要計画 

福岡県都市計画 

基本方針 
〔福岡県の都市計画のあり方を示すもの〕

〔都市計画法に基づく法定計画〕

即する 

福

岡

市

の 

関

連

計

画 

第９次福岡市基本計画 

決定告示 

確
定

原
案
の 

・法定縦覧

・市都市計画審議会（付議） 
・国土交通大臣の同意

・原案のとりまとめ

・市都市計画審議会（報告） 
・原案の閲覧・公聴会

関
係
機
関
協
議 

・国協議等

・市都市計画審議会（報告） 

・法定縦覧

・市都市計画審議会（付議） 
・県都市計画審議会（付議） 
・国土交通大臣の同意

手
続
き 

都
市
計
画 

決定告示 

（
地
元
協
議
等
） 

対
象
地
区
の
検
討 

・原案の閲覧，公聴会

「都市計画区域マスタープランに示される主な事項」 

（１）都市計画の目標

（２）区域区分の決定の有無及び区域区分を決める際の方針

（３）主要な都市計画の決定等の方針（立地ビジョン等） など
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